
○ 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、
全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）の
実施等を義務づける。その際、３年間の経過措置期間を設けることとする。【省令改正】

概要

１．② 業務継続に向けた取組の強化

（参考）介護施設・事業所における業務継続計画（BCP）ガイドラインについて

【全サービス★】

１.（５）④ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
概要

○ 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務
継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策
定の場合、基本報酬を減算する。【告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 業務継続計画未実施減算

施設・居住系サービス 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算（新設）
その他のサービス 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（新設）

算定要件等
○ 以下の基準に適合していない場合（新設）

・ 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時
の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること

・ 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※ 令和７年３月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っ

ている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和７年３月31日までの間、
減算を適用しない。

○ １年間の経過措置期間中に全ての事業所で計画が策定されるよう、事業所間の連携により計画策定を行って差し
支えない旨を周知することも含め、小規模事業所の計画策定支援に引き続き取り組むほか、介護サービス情報公表
システムに登録すべき事項に業務継続計画に関する取組状況を追加する等、事業所への働きかけを強化する。また、
県別の計画策定状況を公表し、指定権者による取組を促すとともに、業務継続計画を策定済みの施設・事業所につ
いても、地域の特性に合わせた実効的な内容となるよう、指定権者による継続的な指導を求める。

【全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く）】

※ 平成18年度に施設・居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、５単位/日減算であったが、
各サービス毎に基本サービス費や算定方式が異なることを踏まえ、定率で設定。なお、その他サービスは、所
定単位数から平均して７単位程度/（日・回）の減算となる。
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【参考】介護施設等における 点検チェックリスト（案）

計画の策定・内容

●  感染症および自然災害の両方の が策定されているか 
 

●   計画が単なるひな形ではなく、自施設の立地（ハザードマップ）や建物構造、利用

者の特性を踏まえた具体的な内容になっているか 
 

●  危機発生時の指揮命令系統が明確化され、管理者の代行者などが定められているか 
 
●  災害時の「優先業務」と、一時的に「休止・縮小する業務」が具体的に選定されてい

るか 
●  職員の参集基準（震度や公共交通機関の状況等）や、安否確認の方法が具体的に定め

られているか 

研修・訓練（ ）の実施状況

●  全ての職員に対し、策定した の内容を周知するための研修を定期的に実施して

いるか 
 

●  年に複数回、実戦的な訓練（シミュレーション）を実施し、その記録（日時、参加

者、内容）を残しているか 
 

●  訓練で明らかになった課題（例：連絡がつかない、備蓄品が足りない等）に基づき、

計画の内容を定期的に見直しているか 
 

●  最新の知見や能登半島地震等の過去の災害事例を踏まえた内容の更新を行っているか 
 

物資の備蓄・管理

●  計画に基づき、必要十分な量の水、食料（最低 日分、推奨 週間分）が確保され

ているか 
 

●  感染症対策のための個人防護具（マスク、ガウン、フェイスシールド、非滅菌手袋

等）が適切に備蓄されているか 
 

●  備蓄品の在庫数や消費期限・使用期限を定期的に把握し、管理簿を作成しているか 
 

●  非常用電源（発電機等）の点検・管理が適切に行われ、動作確認ができているか 



 

災害時情報共有システムの活用

●  システムのログイン およびパスワードを把握し、即座にログインできる状態にあ

るか 
 

●  災害発生時に報告すべき「必須 項目」（人的被害、建物被害、避難の必要性、電

気・水道・ガス・冷暖房の状況）を職員が把握しているか 
 

●  被害がない場合でも報告を行うというルールが徹底されているか 
 

●  国や県・市町村等が実施する入力訓練への参加を予定しているか 
 

地域・家族との連携

●  利用者の家族に対し、災害時の避難先や連絡方法について事前に把握・説明を行って

いるか 
 

●  近隣施設や自治体と、相互支援や避難受け入れに関する具体的な連携（福祉避難所と

しての運用検討など）を協議しているか 
 

●  訓練の実施にあたって、地域住民との連携や合同訓練が検討されているか 
 



【参考】災害時情報共有システム利用時の確認項目（案） 

【事前準備】平時における必須確認事項

いざという時に「ログインできない」事態を防ぐため、以下の準備を徹底してください。

● ログイン ・パスワードの管理： 
・ 一般事業所：介護サービス情報公表システムの （事業所番号）を使用します 。 

 
・ 有料老人ホーム・サ高住等：県から発行された「 桁の被災確認対象事業所番号」を

使用します 。 
 

・  ・パスワードが不明な場合は、県長寿いきがい課へ 

メールによりご連絡ください。 

※ 連絡先メールアドレス：choujuikigaika@pref.tokushima.lg.jp 

※ メール本文への記載項目：要件(〇〇施設の ID・パスワードが不明等) 

施設名、事業所番号、連絡先・担当者など 

 

● （業務継続計画）に基づく対応： 
・  策定されている BCP に基づき、速やかに入力できるようにしてください。 
・  BCP 研修とシミュレーション訓練（集団・実地）において定期的に行ってください 。 

※ 入所系（施設系） 年 2 回以上、通所・訪問系（居宅系） 年 1 回以上 

 
● 連絡先の最新化： 

・  緊急連絡先のメールアドレスに変更がないか、システム上で定期的に確認・更新して 

ください 。 

 

【有事の対応】災害発生時の入力フロー

災害が発生、または台風等の警戒が必要な際、以下の手順で速やかに報告を行います。

● 報告依頼の受信：厚生労働省が災害情報を登録した後、県等からメール等で報告依頼が     
届きます 。 

 
● システムのログイン：専用 URL（https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/36/）から 

アクセスします。 
 

● 迅速な第一報：被害の詳細は後から修正可能です 。まずは発災時に把握している状況を 

最優先で報告してください 。 



 

【必須項目】報告すべき「 つのチェック」

支援の優先順位を判断するため、以下の項目（選択式）を入力してください 。

●  人的被害の状況（被害なし・負傷者・死亡者など） 
 

●  建物被害の状況（被害なし・軽微・重大など） 
 

●  避難・開所の状況（避難の必要性あり／なし、閉所／開所など） 
 

●  電気の状況（停電なし・停電中） 
 

●  水道の状況（断水なし・断水中） 
 

●  ガスの状況（供給あり・停止中） 
 

●  冷暖房の状況（使用可能・使用不可） 
 

《留意事項》 

※ 被害がない場合も必ず入力してください！ 

※ 被災地全体の状況を正確に把握するため「被害なし」の報告も極めて重要です 。 

※ 報告がないと自治体が個別に確認を行うことになり、支援の遅れにつながりま

す 。 



 

事 務 連 絡 

令和３年６月２３日 

 

 

各 都道府県、指定都市介護保険主管課（室） 御中 

 

 

厚生労働省老健局高齢者支援課  

 

 

介護施設・事業所等における災害時情報共有システムについて 

 

 

介護保険行政の推進につきましては、日頃から御尽力を賜り厚くお礼申し上

げます。 

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議（令和３年３月９日）においてご

案内のとおり、災害時における介護施設・事業所（以下「介護施設等」という。）

の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設等への迅速か

つ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表システム（以下「情報公表

システム」という。）に災害時情報共有機能を追加いたしました。 

被災情報共有機能の利用にあたり、都道府県・指定都市において、介護施設等

に対するＩＤの発行や緊急連絡先の把握等が必要となるため、必要な手続きに

ついて依頼させていただきますので、ご協力のほどお願いいたします。 

なお、都道府県・指定都市におかれましては、管内市区町村及び関係施設・事

業所に対し、ご周知いただきますよう、お願いいたします。 
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（別紙） 

 

 

介護施設等における災害時情報共有システムの運用に向けた取扱いについて 

 

 

１．システム利用登録について 

介護施設等が、災害時情報共有機能を利用するためには、都道府県・指定都

市（以下「都道府県等」という。）において、介護施設等に対する利用登録が

必要です。 

（１）介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所（※特定施設を除

く） 

・ 情報公表システムのＩＤ（介護保険制度における事業所番号（以下「介

護事業所番号」という。））により利用することができます。（別途利用

登録をする必要はありません。） 

※ （介護予防）特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生

活介護の指定を受けている有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住

宅）、軽費老人ホーム及び養護老人ホームは、情報公表システムＩＤを利

用せず、（３）で対応するＩＤを使用することとなります。 

（２）介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所のうち介護報酬収

入年額 100 万円以下の事業所 

  ・ 情報公表システムによる公表を任意で行う場合は、（１）と同様、情報

公表システムの介護事業所番号により利用することができます。 

  ・ 情報公表システムによる公表を行わず災害時情報共有機能のみを利用

する場合、介護施設等が所在する都道府県等において、被災確認対象事業

所番号の発行・通知が必要です。 

（３）有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老

人ホーム、生活支援ハウス 

・ （介護予防）特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活

介護の指定の有無に関わらず、災害時の情報共有機能を利用可能にするた

めに、介護施設等が所在する都道府県等において、被災確認対象事業所番

号の発行・通知が必要です。 

・ なお、有料老人ホーム（有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者

向け住宅を除く）については、被災確認計画の前に生活関連情報管理シス

テムでデータを登録する必要があります。 
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（表１）被災情報共有機能の利用にあたり必要なログイン ID 

  被害報告機能への 

ログイン方法 

自治体での 

ID 付与作業 

ア (1)の施設（※特定施設を除く） 情報公表 ID 不要 

イ (2)の施設(情報公表を実施) 情報公表 ID 不要 

ウ (2)の施設(情報公表を未実施) 被災確認対象事業所番号 必要 

エ (3)の施設（※特定施設を含む） 被災確認対象事業所番号 必要 

   ※ （介護予防）特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の

指定を受けている有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅）、軽費老人ホー

ム及び養護老人ホームは、エ（３）の施設としての対応となります。 

 

２．被災確認対象事業所番号及び初期パスワードの設定・通知について（表１の

ウ及びエに該当する施設のみ） 

（１）被災確認対象事業所番号の設定について 

被災確認対象事業所番号は、都道府県等において、サービスの種類ごとか

つ事業所ごとに、以下の体系に基づき付番して下さい。 

□□□□□ □□□ □□□□□ 

Ａ    Ｂ    Ｃ 

 Ａ：都道府県又は指定都市の団体コード（５桁） 

   ※総務省が設定している団体コードの左から５桁 

※指定都市以外の市区町村は都道府県コード 

 Ｂ：事業区分番号（３桁） 

    サービス付き高齢者向け住宅 ９００ 

    養護老人ホーム       ９１０ 

有料老人ホーム       ９２０        計 13 桁の 

軽費老人ホーム       ９３０        算用数字 

生活支援ハウス       ９４０ 

公表対象外の事業所     ９５０ 

 Ｃ：事業所番号（５桁） ※都道府県等において設定 

（２）初期パスワードの設定について 

初期パスワードは、都道府県等において、８文字以上 20 字以内（半角英

数字）で任意に設定して下さい。 

（３）被災確認対象事業所番号及び初期パスワードの通知について 

   設定した被災確認対象事業所番号及び初期パスワードについて、都道府

県等から介護施設等に通知して下さい。 
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３．被災確認計画（被災状況確認対象事業所一覧）の作成について（表１のウ及

びエに該当する施設のみ 

都道府県等は、情報公表の対象外である介護施設等（表１のウ及びエ）につ

いては、被災状況の確認対象となる介護施設等の一覧として、「被災確認計画」

を作成する必要があります。 

一部の項目は、情報公表システムから取り込まれますが、介護施設等の緊急

連絡先等については、都道府県等において確認し、介護サービス情報管理シス

テムからダウンロードした様式に入力する必要があります。 

（介護サービス情報管理システム） 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/kanri/（都道府県コード）/ 

 

（図１）被災確認計画様式 

 

（被災確認計画の項目） 

事業所番号、パスワード、事業所名称、事業所住所、担当者、電話番号 

メールアドレス、緊急連絡先（担当者、電話番号、メールアドレス） 

 

（１）介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所 

 ・ 被災確認計画の全ての項目の情報は、情報公表システムの事業所計画の

情報が使用されます。（今般の特段の作業はありません） 

（２）介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所のうち介護報酬収

入年額 100 万円以下の事業所 

 ・ 情報公表システムによる公表を任意で行う場合は、（１）と同様、情報

公表システムの事業所計画が使用されます。 

 ・ 情報公表システムによる公表を行わず災害時情報共有機能のみを利用す

る場合、都道府県等において、介護サービス情報管理システムから CSV フ

ァイルをダウンロードの上、被災確認計画の作成が必要です。 

 

 

項目名称 取込区分 システムID 被災確認対象事業所番号 パスワード 事業所名称 事業所住所 担当者 電話番号 メールアドレス 備考
緊急連絡先担当

者
緊急連絡先電話番号 緊急連絡先メールアドレス

緊急連絡先備

考

属性 半角数字 半角数字 半角数字 半角英数字 文字列 文字列 文字列
半角数字

半角ハイフン

半角英数字

半角記号
文字列 文字列

半角数字

半角ハイフン

半角英数字

半角記号
文字列

桁数 1桁固定 13桁固定
8文字以上

20文字以
255文字以内

13桁以内（半角ハイフ

ン含む）
255文字以内

255文字以内

（改行可）
255文字以内

13桁以内（半角ハイフ

ン含む）
255文字以内

255文字以内

（改行可）

値の意味
0:追加・修正

1:削除

備考
値の整合性

チェックあり
値の整合性チェックあり

文字数

チェックあ

り

上限文字数

チェックあり
上限桁数チェックあり

メールアドレス形式

チェックあり

上限文字数チェックあり

上限文字数

チェックあり

上限文字数

チェックあり
上限桁数チェックあり

メールアドレス形式チェック

あり

上限文字数チェックあり

上限文字数

チェックあり

今回の情
報整理に
係る留意
事項

該当する番号を

記入

現時点では記入不要で

す。

都道府県等で設定して下

さい

都道府県等

で設定して

下さい

各自治体で管理されて

いる事業所の名称を記

入してください

各自治体で管理されて

いる事業所の住所を記

入してください

必須項目
の該当

必須項目 必須項目 必須項目 必須項目 必須項目 必須項目 必須項目 必須項目 必須項目 必須項目 必須項目 必須項目

記入例
0 - 0400092000001 P@$$w0r

d

○○ホーム ○○県○○市○○１－

１－１

介護太郎 03-0000-0000 kaigo@kaigo.jp 備考を記入 介護次郎 090-1111-1111 kaigo@mobile.jp 緊急連絡先の備

考を記入
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（３）有料老人ホーム 

・ 被災確認計画のうち緊急連絡先以外の項目は、生活関連情報管理システ

ムに登録されたデータが使用されます。緊急連絡先については、都道府県

等において、介護サービス情報管理システムから CSV ファイルをダウンロ

ードの上、確認・入力が必要です。 

・ なお、有料老人ホームについては、令和３年度から情報公表システム（生

活関連情報）の公表対象となりました。被災確認計画の作成には、事前に

有料老人ホームの生活関連情報システムへの登録が必要です。生活関連情

報システムへの登録については、「介護サービス情報公表システム（生活

関連情報）への有料老人ホームの情報公表・検索機能追加等について」（令

和３年６月２３日付厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡）をご確認下

さい。また、有料老人ホームの生活関連情報システムへの登録は、都道府

県、指定都市、中核市において行うこととされており、都道府県におかれ

ましては、中核市と連携して進めていただくようお願いします。 

（４）サービス付き高齢者向け住宅 

・ 被災確認計画のうち緊急連絡先以外の項目について、サービス付き高齢

者向け住宅情報提供システムで公開されたデータが取り込まれています。

緊急連絡先については、都道府県等において、介護サービス情報管理シス

テムから CSV ファイルをダウンロードの上、確認・入力が必要です。 

（５）軽費老人ホーム、養護老人ホーム、生活支援ハウス 

・ 都道府県等において、介護サービス情報管理システムから CSV ファイル

をダウンロードの上、被災確認計画の作成が必要です。 

 

（表２）被災確認計画の作成にあたり情報の取得先となるシステム等 

 事象所情報の取得先 

(1)の施設（※特定施設を除く） 介護サービス情報公表システム 

(2)の施設(情報公表を実施) 介護サービス情報公表システム 

(2)の施設(情報公表を未実施) ―（都道府県等において把握） 

(3)の施設（※特定施設を含む） 

・有料老人ホーム 

 ・サービス付き高齢者向け住宅 

 ・養護、軽費、生活支援ハウス 

 

生活関連情報管理システム 

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム 

―（都道府県等において把握） 

※ （介護予防）特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を

受けている有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅）、軽費老人ホーム及び養護老

人ホームは、（３）の施設としての対応となります。 
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【留意事項】 

・ 介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所のうち介護報酬収

入年額 100 万円以下の事業所で任意の公表を行う事業所は、災害時に必要

な連絡が適切に行うことができるよう、緊急連絡先等の登録情報に誤りがな

いかあらためて確認いただき、変更がある場合には速やかに更新するよう周

知をお願いいたします。 

・ 介護施設等における災害時情報共有システムは、現行の情報公表システム

に災害時における被害状況や連絡事項等の報告機能を追加したものである

ため、一部の項目の取扱いが、児童福祉施設等や障害者支援施設等の関係と

は異なりますのでご留意下さい。 

 

（主な相違点） 

項目 介護 子ども・障害 

福祉避難所の有無 ―（記載欄なし） 基本情報 

非常用自家発電の有無 災害時情報 基本情報 

ハザードマップ該当フラグ ―（記載欄なし） 基本情報 

 

（図２）被災確認計画のダウンロード手順 

 １ 被災状況確認対象事業所管理のメニューをクリックする。 
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２ 被災確認計画を登録するサービスを選択する。（表は有料老人ホームの例） 

 

３ 「登録用ＣＳＶ様式の説明」をクリックし Excel をダウンロードする。 
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４．災害時情報共有機能のマニュアルについて 

介護サービス情報報告システムのヘルプに掲載していますので、ダウンロー

ドしてご確認下さい。 

 ●都道府県マニュアル 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/kanri/index.php?action_kanri_s

tatic_help=true 
 ●事業所向けマニュアル（被災状況報告編） 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/?action_houkoku_static

_help=true 

 

５．災害発生時の対応について（別紙１「災害発生時のフロー」及び別紙２「災

害時情報共有システム 被災状況報告項目」参照） 

（１）国における災害情報の登録 

・ 災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、厚

生労働省は、災害時情報共有システムに、介護施設等の被害情報の報告先

となる「災害情報」を登録します。 

（災害情報の登録例）令和○年台風○号、令和○年○月豪雨 

・ 災害情報登録後、厚生労働省より都道府県等宛てに災害情報を登録した

旨の連絡をメール等により行います。 

（２）都道府県・指定都市による介護施設等に対する連絡 

・ 厚生労働省から災害情報の登録連絡を受けた後、都道府県等は、速やか

に管内の介護施設等に対し、メール等により、システム上で被害状況の報

告が可能となったことを連絡して下さい。 

（３）介護施設等における被害状況の報告 

・ 都道府県等からの連絡を受けた後、介護施設等は被害状況をシステム上

で報告します。 

・ 報告には、システム上、全ての必須項目を選択する必要がありますが、

再度報告することが可能ですので、第一報は迅速性を最優先し、発災時に

把握している状況に基づき入力・報告するよう、周知をお願いします。 

・ 被害が甚大で施設からの報告がない場合や、通信手段の途絶等により介

護施設等における報告が困難な場合には、都道府県等や関係団体等によ

る現地確認等を通じて把握した情報に基づき、都道府県等において入力

することも可能です。 

（４）都道府県等による被害情報の確認 

・ 都道府県等は、管理システムの被災状況集計機能を活用し、管内の介護

施設等の被害状況を確認することが可能です。 
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・ 被災状況集計機能の活用方法として、例えば、被害が甚大な地域に所在

する施設のうち被害状況の報告がないものを抽出し、都道府県等による状

況確認や支援の優先順位の判断に役立てる等が想定されます。 

・ 大規模災害時には、関係団体等による活動を通じて把握される情報も多

く、初動において重要な情報源となることを踏まえ、都道府県等におかれ

ては、被害状況の把握や把握した情報の共有等について、平時から、関係

団体等と連携・協議に努めて下さい。 

・ なお、管理システムにアクセスできるのは都道府県及び指定都市であ

り、中核市やその他の市町村は管理システムにアクセスできません。この

ため、都道府県は、中核市管内の施設に係る情報収集や情報提供等につい

て、中核市と連携して進めていただくようお願いします。 

 

（５）システム未登録の介護施設等に係る被害情報の確認 

・ 都道府県等は、災害発生時点でシステムに施設情報が登録されていない

介護施設等については、「災害発生時における社会福祉施設等の被災状況

の 把握等について」（令和３年４月 15 日子発 0415 第４号、社援発 0415

第５号、障発 0415 第１号、老発 0415 第５号）の別紙様式を利用し、メー

ルにて厚生労働省に被害状況を提供して下さい。 

 

６．その他 

（１）都道府県等におかれては、災害担当所管課、介護施設・事業所運営指導所

管課、介護サービス情報公表制度所管課等の関係課室が連携し、各課の役割

分担や担当者の設定、災害時における業務フローの確認など、平時から協

議・検討いただきますようお願いいたします。 

（２）「災害発生時における社会福祉施設等の被災状況の把握等について」（令

和 3年４月 15 日子発 0415 第４号、社援発 0415 第５号、障発 0415 第１号、

老発 0415 第５号）も合わせてご確認ください。 

 

＜問い合わせ先＞ 

●災害時情報共有システムの考え方・全般 

  厚生労働省老健局高齢者支援課施設係 

  E-mail: kiban-seibi@mhlw.go.jp 

  電話：03-5253-1111（内線：3927） 

●災害時情報共有システムの操作方法についての問合せ 

  介護サービス情報公表システムヘルプデスク 

  E-mail: helpdesk@kaigokensaku.jp 
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災害時情報共有システム（災害発生時のフロー）災害時情報共有システム（災害発生時のフロー）
システム外の業務

事業所の
システム操作

都道府県・政令指定
都市のシステム操作

国の
システム操作

被災状況入力・提出

被災状況報告の検索・確認

被災状況報告データ出力・集計 被災状況報告データ出力・集計

事業所 国（厚生労働省）

被被災状況報告の検索・確認

災害情報（被災状況の報告先）の
登録

対象都道府県・政令指定都市へ報
告依頼

報告依頼

発災

都道府県・政令指定都市

システム外の方法（電話・メール）
によって事業所へ連絡

システム外の方法（電話・メール）
によって都道府県・政令市へ連絡

（別紙１）
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災害時情報共有システム 被災状況報告項目①災害時情報共有システム 被災状況報告項目①

（01）人的被害なし

（02）人的被害あり

　（02-1）負傷者　●●人

　　（02-1-2）重傷者（医療機関への搬送又は受診が必要）●●人　（02-3）軽傷者（医療機関への搬送又は受診が不要）●●人

　（02-2）死亡者　●●人

　（02-3）行方不明者　●●人

（01）被害なし

（02）軽微な被害あり（推定被害80万円未満）

（03）重大な被害あり（推定被害80万円以上）

（01）建物損壊　（01-1）全壊　　　（01-2）大規模半壊　（01-3）半壊　（01-4）一部損壊　（01-5）未定

（02）浸水被害　（02-1）床上浸水　（02-2）床下浸水

（03）雨漏り被害

（04）その他　※複数選択可

記述式 ※建物被害の内容・建物被害があった場所等の詳細 任意入力

（01）避難の必要性なし

（02）避難の必要性あり

　（02-1）避難先の確保が困難

　（02-2）避難先を調整中

　（02-3）避難中

　　（02-3-1）避難先施設の所在市町村　※プルダウン選択式　（●●県　●●市） 任意入力

　　（02-3-2）避難先施設種別　（01）他施設　（02）避難所　（03）病院　（04）その他 任意入力

記述式 　　（02-3-3）避難先施設の名称 任意入力

記述式 （03）避難の状況の詳細 任意入力

（01）支障なし（開所）

（02）支障あり（閉所中）

　（02-1）代替受入先なし・代替受入先調整中

　（02-2）代替受入先あり

　　（02-2-1）代替受入先施設の所在市町村　※プルダウン選択式　（●●県　●●市） 任意入力

記述式 　　（02-2-2）代替受入先施設の名称 任意入力

記述式 （03）開所の状況の詳細 任意入力

選択式 （01）介護職員　（02）その他の職種（※看護師等）　（03）ボランティア　　※複数選択可 任意入力

記述式 ※必要な人数・状況等の詳細 任意入力

入所施設以外

選択式

必須入力※

任意入力

必要な人的支援の状況

選択式 必須入力

被害の内容
選択式 任意入力

避難・開所の状況

入所施設

選択式

必須入力

任意入力

人的被害の状況

選択式 必須入力

入力式 任意入力

建物被害の状況

被害の規模

（別紙２）
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災害時情報共有システム 被災状況報告項目②災害時情報共有システム 被災状況報告項目②

（01）停電なし

（02）停電あり

　（02-1）非常用自家発電なし

　（02-2）非常用自家発電あり

　　（02-2-1）燃料が十分ある、もしくは定期的に補充可能

　　（02-2-2）燃料が２～３日分しかなく、その後については燃料確保の見通しなし

　　（02-2-3）今日の確保にも支障がある

（01）支援を要請（高圧）　（02）支援を要請（低圧）　（03）支援を要請（電圧不明）（04）支援不要　 任意入力

　（01-1）支援到着　（01-2）支援未到着 任意入力

　（02-1）支援到着　（02-2）支援未到着 任意入力

（01）断水なし

（02）断水あり

　（02-1）応急給水可能な受水槽・井戸設備なし

　（02-2）応急給水可能な受水槽・井戸設備あり

（01）十分ある、もしくは定期的に補充可能

（02）２～３日分しかなく、その後については確保の見通しなし

（03）本日分の確保にも支障がある

（01）十分ある、もしくは定期的に補充可能

（02）２～３日分しかなく、その後については確保の見通しなし

（03）本日分の確保にも支障がある

（01）使用可能

（02）使用不可

　（02-1）応急対応可能な代替設備なし

　（02-2）応急対応可能な代替設備あり

（01）支援を要請　（02）支援不要 任意入力

　（01-1）支援到着　（01-2）支援未到着 任意入力

（01）供給あり

（02）供給なし

　（02-1）応急可能な代替設備なし

　（02-2）応急可能な代替設備あり

（01）使用可能

（02）使用不可

ガスの状況 選択式

必須入力

任意入力

冷暖房の状況 選択式 必須入力

トイレの状況 選択式

任意入力

任意入力

給水車の支援 選択式

飲料水の状況 選択式 任意入力

生活用水の状況 選択式 任意入力

任意入力

電源車の支援 選択式

水道の状況 選択式

必須入力

任意入力

ライフライン等の状況
及び必要な支援の状況

電気の状況 選択式

必須入力

任意入力
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災害時情報共有システム 被災状況報告項目③災害時情報共有システム 被災状況報告項目③

選択式
（01）食料　（02）飲料水　（03）薬　（04）おむつ　（05）衣服　（06）毛布　（07）マスク
（08）消毒液　（09）その他
　※複数選択可

任意入力

記述式 ※支援が必要な物資の内容・数量等の詳細 任意入力

（01）十分ある、もしくは定期的に補充可能

（02）２～３日分しかなく、その後については確保の見通しなし

（03）本日分の確保にも支障がある

（01）十分ある、もしくは定期的に補充可能

（02）２～３日分しかなく、その後については確保の見通しなし

（03）本日分の確保にも支障がある

記述式 ※医療機器等の故障の状況の詳細 任意入力医療機器等の故障の状況

物資の状況

支援が必要な物資

食料の状況 選択式 任意入力

燃料（灯油・ガソ
リン）の状況

選択式 任意入力
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災害時情報共有システム 物資の報告災害時情報共有システム 物資の報告
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災害時情報共有システム 新型コロナウイルス感染症の施設内感染対策のための自主点検項目災害時情報共有システム 新型コロナウイルス感染症の施設内感染対策のための自主点検項目

チェック ①手指消毒の励行、定期的な換気を行っている 任意入力

チェック ②職員の日々の健康管理を行っている 任意入力

チェック ③入所者の日々の健康管理を行っている 任意入力

チェック ④防護具の着脱方法の確認を行った 任意入力

チェック ⑤清掃などの環境整備を行っている 任意入力

チェック ⑥主な職員が動画「介護職員のためのそうだったのか！感染対策！」等を視聴した 任意入力

チェック ⑦新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）について職員に周知を行った 任意入力

チェック ⑧在庫量と使用量・必要量を確認した 任意入力

チェック ⑨一定量の備蓄を行っている 任意入力

チェック ⑩感染対策にかかる関係者の連絡先を確認している 任意入力

チェック ⑪個室管理、生活空間の区分けの検討を行った 任意入力

チェック ⑫勤務体制の変更、人員確保の検討を行った 任意入力

チェック ⑬検体採取場所の検討を行った 任意入力

チェック ⑭感染者発生時の対応方針について入所者、家族と共有している 任意入力

チェック ⑮感染者発生時の対応方針について協力医療機関と共有している 任意入力

高齢者施設における施設内感染対
策のための自主点検

１）感染症対応力向上

２）物資の確保

３）関係者の連絡先の確認

４）感染者発生時のシミュレー
ション

５）情報提供
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